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問い合わせ
環境対策グループ

（クリンクルセンター内・緯○⚘⚕⚒⚙⚕⚘）

月の粗大ごみ収集2

申込期間収集期間地 区 名

⚑月⚒⚔日（月）
～⚒月⚔日（金）

⚒月⚗日（月）
～⚒月⚑⚒日（土）柏木町

⚑月⚓⚑日（月）
～⚒月⚑⚐日（木）

⚒月⚑⚔日（月）
～⚒月⚑⚙日（土）常盤町

⚒月⚗日（月）
～⚒月⚑⚘日（金）

⚒月⚒⚑日（月）
～⚒月⚒⚖日（土）桜木町

⚒月⚑⚔日（月）
～⚒月⚒⚕日（金）

⚒月⚒⚘日（月）
～⚓月⚕日（土）幌別町

※粗大ごみの収集は、電話で受け付けしています。
※粗大ごみは、⚑品ごとにごみ処理券（⚑枚⚑⚖⚐円）を
張って出してください（⚑回につき⚕品まで）。
※粗大ごみの収集日は、『家庭ごみ収集カレンダー』に
も掲載しています。また、今後の『広報のぼりべつ』
でもお知らせします。

▲

申し込み ㈲登和清掃（緯○⚘⚘⚐⚒⚐⚐）
※申込期間（土・日曜日、祝日を除く）の⚙時～⚑⚗時
に電話でお申し込みください。
※電話番号のおかけ間違いのないように、十分注意し
てください。

▼
期
間

⚑
月
⚑
日
㈯
Ỗ
⚓
月

日
㈭

31

◎
飼
い
犬
に
関
す
る
届
け
出
を
し
ま
し
Ỷ
う

生
後

日
以
上
の
飼
い
犬
は
ỏ
飼
い
主

91

の
名
前
や
住
所
ỏ
犬
の
名
前
ỏ
種
類
な
ど

の
登
録
が
必
要
で
す
Ố

ま
た
ỏ
犬
の
死
亡
ỏ
飼
い
主
や
住
所
が

変
わ
ỳ
た
と
き
も
届
け
出
が
必
要
で
す
Ố

※
飼
い
犬
が
行
方
不
明
に
な
ỳ
た
と
き
は
ỏ

室
蘭
警
察
署
や
室
蘭
保
健
所
ỏ
市
で
保

護
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ỏ

必
ず
ご
連
絡
く
だ
さ
い
Ố

◎
守
ỳ
て
い
ま
す
か
？
飼
い
主
の
マ
ナ
ồ

ふ
ん
を
雪
で
隠
し
て
し
ま
う
と
ỏ
雪
解

け
時
に
ふ
ん
を
踏
む
な
ど
不
快
な
思
い
を

し
ま
す
Ố
散
歩
時
の
ふ
ん
は
ỏ
必
ず
持
ち

帰
り
ỏ
処
理
を
し
ま
し
Ỷ
う
Ố

▼
問
い
合
わ
せ

環
境
対
策
Ｇ
ớ
ク
リ
ン

ク
ル
セ
ン
タ
ồ
内
・
☎
○85
⚒
⚙
⚕
⚘
Ờ

北
海
道
の
仕
事
に
関
し
て
ỏ
皆
さ
ん
自

身
の
利
害
に
関
わ
る
苦
情
を
受
け
付
け
ỏ

中
立
の
立
場
か
ら
ỏ
北
海
道
の
業
務
や
制

度
の
内
容
を
調
査
す
る
な
ど
ỏ
苦
情
の
解

決
に
向
け
て
迅
速
に
処
理
し
ま
す
Ố

▼
相
談
窓
口

道
政
相
談
セ
ン
タ
ồ
ớ
道

庁
内
Ờ
ま
た
は
道
政
相
談
室
ớ
各
総
合

振
興
局
・
振
興
局
内
Ờ

※
個
人
情
報
保
護
に
は
十
分
配
慮
し
ま
す
Ố

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
Ố

▼
問
い
合
わ
せ

道
政
相
談
セ
ン
タ
ồ

ớ
☎

ʵ
ʵ

⚔
⚑
⚑
⚑
Ờ

011

231

市や国、道からのお知らせ
くらしのガイド

指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
・

排
水
設
備
工
事
指
定
店
の
指
定

の
お
知
ら
せ

く
ら
し
と
住
ま
い

͘Β͠のΨΠυ
ɺಓ͔Βの͓Βͤࠃࢢ

広報のぼりべつ2011年 1月号
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⚒⚐歳がスタート『国民年金』
国民年金は、日本に住所のある⚒⚐歳以上⚖⚐歳未満

の全ての方が加入し、お互いが支え合う制度です。
老後の生活保障だけではなく、障がいや死亡など
不慮の事態の備えにもなるので、⚒⚐歳になったら、
忘れずに国民年金に加入してください。
また、学生や収入が少なく保険料の納付が困難な
方は『学生納付特例』や『若年者納付猶予』など保
険料の支払いを猶予する制度があります。

▼加入の種類（種別）
①第⚑号被保険者…第⚒・⚓号に該当しない被保険
者（学生、自営業者、フリーターなど）
②第⚒号被保険者…厚生年金や共済組合の加入者
③第⚓号被保険者…第⚒号被保険者に扶養されてい
る配偶者

※①の方は年金・長寿医療グループ、各支所、③の方は
第⚒号披保険者の勤務先を通して加入手続きを行って
ください。
※②の方は厚生年金などの加入手続きに合わせて行うの
で、個別の手続きは必要ありません。

▼手続きに必要なもの 年金手帳、国民年金第⚑号
被保険者資格取得届、印鑑

※年金手帳と国民年金第⚑号被保険者資格取得届は年金
事務所から届いている場合は、お持ちください。

▼問い合わせ 年金・長寿医療グループ
（☎○85⚒⚑⚓⚗）
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